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非常時優先業務（優先すべき通常業務・応急業務）・参集可能職員数等一覧　（本　庁）
（単位：人）

部 班 1H 3H 12H 1D 3D 2W 1M 1H 2H 3H 4H 計 1H 3H １D

総務部 本部室 防災危機管理課 本部員会議に関すること ○ → → → → → →

応援要求の調整に関すること ○ → → → → → →

大規模災害時における市町行政機能支援の総合調整に関すること ○ → → → → → →

緊急支援物資対策チームに関すること ○ → → → →

広域避難所等の避難所全般に関すること（福祉避難所除く） ○ → → → →

12 12 17 29 33 33 19

各部の災害対策の連絡調整に関すること ○ → → → → → →

地方本部との連絡調整に関すること ○ → → → → →

地域行政連絡協議会の調整連絡に関すること ○ → → → → →

気象に関する情報の収集に関すること ○ → → → → → →

市町の異常情報、報告事項の取りまとめに関すること ○ → → → → → →

各部からの災害情報及び被害報告の取りまとめに関すること ○ → → → → → →

内閣府、消防庁等に対する災害報告に関すること ○ → → → → → →

指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関の所管事
項に係る被害状況、応急対策その他の情報の収集に関すること

○ → → → → → →

自衛隊の災害派遣要請に関すること ○ → → → → → →

警察、海保との連絡調整に関すること ○ → → → → → →

各機関のヘリコプターの航空運用調整に関すること ○ → → → → → →

危機管理に関する総合調整に関すること ○ → →

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する総
合調整に関すること

○ →

消防防災ヘリコプターの運航に関すること ○ → → → → → →

7 11 13 13 13 13 11

防災行政無線（地上系・衛星系）の確保、管理運営に関すること ○ → → → → → →

庁内電話の管理に関すること ○ → → → → → →

防災行政無線連絡所、防災センターに関すること ○

5 5 5 5 5 5 5

政府、国会等の災害視察者の対応に関すること ○ → → →

1 1 1 1

24 28 35 48 52 52 36 12 2 1 7 22 ▲ 12 ▲ 13 ▲ 26

消防保安課 危険物、高圧ガスの保安対策に関すること ○ → → → → → →

消防応援の調整に関すること ○ → → → → → →

消防に関すること ○ →

危険物の規制及び消防設備士に関すること ○ →

石油コンビナート等災害防止法の施行に関すること ○ → →

高圧ガス及び液化石油ガスの取締に関すること ○ → →

想定対応可能人数（②－①）

防災企画班　計

危機対策班　計

通信管理班　計

副課長　計

参集可能職員数（②）
課名

防災危機管理課　計

災害対策本部
所　管　業　務

業務開始目標時間及び必要人員（①）
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非常時優先業務（優先すべき通常業務・応急業務）・参集可能職員数等一覧　（本　庁）
（単位：人）

部 班 1H 3H 12H 1D 3D 2W 1M 1H 2H 3H 4H 計 1H 3H １D

想定対応可能人数（②－①）参集可能職員数（②）
課名

災害対策本部
所　管　業　務

業務開始目標時間及び必要人員（①）

消防学校、消防クラブ会館に関すること ○

8 8 8 8 10 12 12 5 2 2 4 15 ▲ 3 1 7

本部室　計 32 36 43 56 62 64 48 17 4 3 11 37 ▲ 15 ▲ 12 ▲ 19

職　　員 人事課 職員の安否確認に関すること ○ → → 　 　

職員の非常動員に関すること 　 ○ → → → → →

職員の派遣要請に関すること 　 ○ → → → → →

栄典及び表彰に関すること ○ →

職員の任免、職階制、給与、分限、懲戒及び服務に関すること ○ → →

組織及び定員に関すること ○

5 10 15 15 12 9 7 6 5 0 9 20 1 1 5

給与厚生課 被災職員の救済に関すること ○ → → → → 　 　

職員の食料等の確保に関すること 　 ○ → → → 　 　

職員等の給与及び旅費等の支払に関すること。 　 　 　 　 　 ○ →

4 7 7 7 7 31 31 15 10 1 15 41 11 19 34

職員班　計 9 17 22 22 19 40 38 21 15 1 24 61 12 20 39

税　　務 税務課 県税事務所及び総合庁舎に関すること 　 　 ○ → → →

税務システムの継続的・安定的な運用 　 ○ → → → → →

県税の減免、徴収猶予等の措置に関すること 　 　 　 ○ → → →

ふるさと納税の寄附の受入れに関すること 　 　 　 ○ → →

税務班　計 5 5 20 21 21 21 6 6 0 12 24 6 7 4

財産管理 管財課 県有施設の総括的な管理等に関すること（ライフラインの確保含む） ○ → → → → →

県有財産（他に掲げる施設を除く）の被害調査に関すること ○ → → → → →

県庁来庁者、職員の安全確保（避難誘導等）に関すること ○ → → → 　 　 　

県庁舎の損壊状況の調査に関すること ○ → → → → 　 　

公有財産の取得、管理及び処分に関すること ○

県有資産所在市町に対する交付金に関すること ○

庁舎及び職員公舎の維持管理に関すること 　 ○ → → →

庁舎の電気設備及び機械設備の保守管理に関すること ○ → →

庁中の取締り、清掃等に関すること ○ → →

財産管理班　計 7 14 22 22 22 22 22 5 6 2 2 15 ▲ 2 ▲ 1 ▲ 7

学事文書 学事文書課
山口県立大学及び私立学校等における災害予防、応急対策及
び災害復旧に関すること

○ → → → → →

災害関係文書の処理に関すること 　 ○ → → → → →

公告式及び県報発行に関すること。 　 　 　 　 ○ → →

学事文書班　計 6 10 10 8 7 7 11 5 2 10 28 11 12 18

財　　政 財政課 災害対策に必要な財政措置に関すること ○ → → → → →

消防保安課　計

人事課　計

給与厚生課　計
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非常時優先業務（優先すべき通常業務・応急業務）・参集可能職員数等一覧　（本　庁）
（単位：人）

部 班 1H 3H 12H 1D 3D 2W 1M 1H 2H 3H 4H 計 1H 3H １D

想定対応可能人数（②－①）参集可能職員数（②）
課名

災害対策本部
所　管　業　務

業務開始目標時間及び必要人員（①）

財政班　計 4 15 15 15 15 15 4 4 1 6 15 4 5 0

秘　　書 秘書課 本部長及び副本部長の秘書に関すること ○ → → → → → →

本部長及び副本部長の行動日程の作成及び関係部への連絡に
関すること

○ → → → → →

知事の対外事務（見舞電報、書簡等）の総合的処理に関すること 　 　 ○ → → → →

秘書班　計 2 4 5 5 5 5 5 2 4 0 1 7 0 2 2

協 　 力 岩国基地対策室 岩国基地対策の推進に関すること 　 　 　 　 　 　 ○

岩国基地対策の関連事業の調整に関すること 　 　 　 　 　 　 ○

岩国基地対策に係る関係機関との協議、調整等に関すること 　 ○ → → → → →

協力班　計 2 5 5 5 5 5 4 1 0 0 5 4 3 0

総務部　計 50 88 127 155 157 179 161 70 45 9 66 192 20 36 37

総　合 政策企画 政策企画課 部内各班、関係出先機関及び本部室班との連絡調整に関すること ○ → → → → → →

企画部 （やまぐち未来のまち開発室） 政府、国会等への要望に関すること ○ → → → →

知事会との連絡に関すること ○ → → → → →

総合的事項について東京連絡部との連絡、中央方面の情報収
集に関すること

　 ○ → → → → →

セミナーパークに関すること 　 ○ → → → → →

政策企画班　計 2 11 15 15 15 10 10 14 8 3 3 28 12 14 13

広報広聴 広報広聴課 報道機関との連絡調整に関すること ○ → → → → → →

災害情報及び災害対策の発表に関すること ○ → → → → →

災害時の広報に関すること ○ → → → → →

災害時の広聴に関すること 　 　 ○ → → → →

県行政の広聴に関すること 　 　 　 　 ○ → →

県民相談室に関すること 　 　 　 　 ○ → →

県行政に係る請願、陳情及び相談の総括的処理に関すること 　 　 ○ → →

県行政の広報に関すること 　 　 　 　 ○ → →

広報広聴班　計 3 7 9 9 16 16 16 6 2 1 5 14 3 2 5

情報通信 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ政策課 やまぐち情報スーパーネットワークの管理運用に関すること ○ → → → → → →

2 2 2 2 2 2 2 6 1 0 6 13 4 5 11

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄ推進課 庁内情報システムの保全管理に関すること ○ → → → → → →

2 2 2 2 2 2 2 12 6 0 3 21 10 16 19

情報通信班　計 4 4 4 4 4 4 4 18 7 0 9 34 14 21 30

協 　 力 統計分析課 統計調査の実施 　 　 　 　 　 ○ →

19 19 14 3 0 8 25 14 17 25

市町課 住民基本台帳ネットワークシステムの運用に関すること ○ → → → → →

0 1 1 1 1 1 1 10 6 1 8 25 10 16 24

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ政策課　計

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄ推進課　計

統計分析課　計

市町課　計
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非常時優先業務（優先すべき通常業務・応急業務）・参集可能職員数等一覧　（本　庁）
（単位：人）

部 班 1H 3H 12H 1D 3D 2W 1M 1H 2H 3H 4H 計 1H 3H １D

想定対応可能人数（②－①）参集可能職員数（②）
課名

災害対策本部
所　管　業　務

業務開始目標時間及び必要人員（①）

中山間・地域振興課 地域振興に係る施策の企画及び総合調整に関すること 　 　 　 　 ○ → →

0 0 0 0 1 1 1 9 4 0 4 17 9 13 17

協力班　計 0 1 1 1 2 21 21 33 13 1 20 67 33 46 66

総合企画部　計 9 23 29 29 37 51 51 71 30 5 37 143 62 83 114

生活総務 県民生活課 部内各班、関係出先機関及び本部室班との連絡調整に関すること ○ → → → → → →

災害時の生活関連物資等の需給状況及び価格の動向の把握に
関すること

　 　 　 ○ → → →

災害時の生活関連物資等に係る啓発、指導に関すること 　 　 　 ○ → → →

災害に関連しての消費生活相談に関すること 　 ○ → → → → →

県民活動(ボランティア活動、NPO活動等)全般に関すること 　 　 　 ○ → → →

その他応急環境生活対策に関すること 　 　 ○ → → → →

交通安全
対    策

災害時の交通安全に関する総合調整に関すること 　 ○ → → → →

地域における犯罪の防止及び交通安全対策に関する総合調整
に関すること

　 ○ → → →

交通安全対策の推進 　 ○ → →

生活総務班・交通安全対策班　計 5 7 9 18 20 20 20 6 2 4 10 22 1 5 4

環境政策 環境政策課 汚水、排水、有害物質、油濁等による公害防止対策に関すること ○ → → → → →

ばい煙、特定粉じん（アスベスト）、特定物質、騒音・振動、悪臭等
による公害の防止対策に関すること

　 ○ → → → → →

環境の状況及び環境の保全に関する施策の年次報告の作成 　 　 　 　 　 　 ○

環境関連設備等導入に係る補助及び融資事務 　 　 　 　 　 　 ○

大気汚染防止法等環境関係法令及び条例に基づく許可・届出事務 　 　 　 　 　 ○ →

大気汚染状況・空間放射線等の常時監視 　 　 　 　 　 ○ →

公共用水域の水質常時監視 　 　 　 　 　 ○ →

環境アセスメントの審査業務 　 　 　 　 　 ○ →

環境政策班　計 4 6 10 10 19 18 7 3 0 7 17 7 6 7

生活衛生 生活衛生課 被災地における食品衛生に関すること ○ → → → → →

遺体の埋葬及びこれに必要な措置に関すること 　 ○ → → → → →

市町等の水道施設に係る被害状況調査の取りまとめ及び応急復
旧に関すること

○ → → → → →

被災地における水道の応急給水に関すること 　 ○ → → → → →

その他被災地の生活衛生に関すること 　 ○ → → → → →

興行場、旅館及び公衆浴場に関すること 　 　 　 ○ → →

理容師、美容師及びクリーニング業に関すること 　 　 　 ○ → →

住宅宿泊事業に関すること ○ → →

墓地、埋葬等に関すること（非常時応急業務を除く） 　 　 　 ○ → →

中山間地域づくり推進課　計

環　境
生　活
対策部
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非常時優先業務（優先すべき通常業務・応急業務）・参集可能職員数等一覧　（本　庁）
（単位：人）

部 班 1H 3H 12H 1D 3D 2W 1M 1H 2H 3H 4H 計 1H 3H １D

想定対応可能人数（②－①）参集可能職員数（②）
課名

災害対策本部
所　管　業　務

業務開始目標時間及び必要人員（①）

建築物における衛生的環境の確保に関すること。 　 　 　 ○ → →

飲料水の適否検査等に関すること 　 ○ → →

動物の管理に関すること。 　 ○ → → → →

動物愛護センターに関すること。 　 　 ○ → → → →

生活衛生班　計 6 7 7 8 8 8 6 3 1 6 16 6 4 9

廃棄物・ 廃棄物・リサイクル対策課
被害状況（廃棄物発生状況等）の把握、情報収集、市町及び関
係部局等との調整

○ → → → → →

ﾘｻｲｸﾙ対策 仮設トイレの供給支援に関すること（県と民間団体との協定） 　 　 　 ○ → → →

災害廃棄物の収集、運搬支援に関すること（県と民間団体との協定） 　 　 　 ○ → → →

災害廃棄物処理支援に関すること（民間業者等との調整） 　 　 　 　 ○ → →

災害廃棄物処理、被災施設復旧等に係る国庫補助手続に関す
ること

　 　 　 　 　 ○ →

一般廃棄物及び産業廃棄物に係る処理施設・処分業等の許認
可

　 　 　 　 ○ → →

産業廃棄物処理情報管理システムの運用 　 　 　 ○ → → →

県外産業廃棄物の搬入規制 　 　 　 　 ○ → →

産業廃棄物処理施設、不法投棄等監視パトロール 　 　 　 　 ○ → →

産業廃棄物の不適正処理事案に対する行政処分 　 　 　 　 　 ○ →

廃棄物・リサイクル対策班　計 5 6 13 16 16 16 8 1 0 6 15 8 4 2

協 　 力 人権対策室 人権に係る施策の総合調整に関すること ○ →

6 6 2 0 1 3 6 2 3 6

男女共同参画課 男女共同参画相談センター・大内寮に関すること 　 ○ → → → → →

1 1 1 1 1 1 2 0 0 2 4 2 1 3

自然保護課 ツキノワグマ錯誤捕獲時等の放獣等の対応 　 ○ → → →

野鳥の鳥インフルエンザに係る死亡野鳥等調査 　 ○ → → → →

自然公園施設、自然環境学習施設等に関すること ○ → → → → →

2 5 8 8 8 8 2 3 0 4 9 2 3 1

協力班　計 0 3 6 9 9 15 15 6 3 1 9 19 6 7 10

環境生活部　計 5 25 34 57 63 78 77 33 12 6 38 89 28 26 32

災　害 救助総務 厚政課 部内各班、関係出先機関及び本部室班との連絡調整に関すること ○ → → → → → →

救助部 関係施設の被害状況の取りまとめ及び応急復旧に関すること 　 ○ → → → → →

災害救助法の適用に関すること 　 ○ → → → → →

災害救助に関する計画の総括及び活用に関すること 　 ○ → → → → →

日赤救護班等、救助に関する防災関係機関との連絡調整に関
すること

○ → → → → → →

義援金品の分配に関すること 　 　 　 　 　 　 ○

市町の救助事務の指導、支援及び連絡調整に関すること 　 ○ → → → → →

人権対策室　計

男女共同参画課　計

自然保護課　計
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非常時優先業務（優先すべき通常業務・応急業務）・参集可能職員数等一覧　（本　庁）
（単位：人）

部 班 1H 3H 12H 1D 3D 2W 1M 1H 2H 3H 4H 計 1H 3H １D

想定対応可能人数（②－①）参集可能職員数（②）
課名

災害対策本部
所　管　業　務

業務開始目標時間及び必要人員（①）

一般被害関係の被害状況の取りまとめに関すること 　 ○ → → → → →

社会福祉施設の被害調査及び応急復旧に関すること 　 ○ → → → → →

健康福祉ボランティアの活動支援に関すること 　 　 　 ○ → → →

災害救助基金に関すること 　 ○ → → → → →

保健医療福祉活動の総合調整に関すること ○ → → → → → →

ＤWAＴ（災害派遣福祉チーム）の派遣要請その他関係機関との
連絡調整に関すること

○ → → → → → →

被災地における民生安定に関すること 　 　 　 　 ○ → →

その他災害救助対策に関すること 　 ○ → → → → →

保健、医療及び福祉に関する基本的施策の企画、調整及び推
進に関すること

　 　 　 　 ○ → →

社会福祉事業（他の課の所管するものを除く）に関すること 　 　 　 　 　 ○ →

生活保護に関すること 　 　 　 　 ○ → →

重度心身医療費、乳幼児医療費及びひとり親医療費の公的助成
に関すること

　 　 　 　 ○ → →

民生委員等に関すること 　 　 　 　 　 ○ →

健康福祉センター、社会福祉事務所、保健所及び環境保健セン
ターに関すること

○ → → → → →

災害救助班　計 10 19 19 20 22 23 24 10 4 2 6 22 0 ▲ 3 2

医　　務 医療政策課
医療及び助産に関すること（保健医療体制の確保、災害拠点病
院等後方医療体制の把握）

○ → → → → → →

医療機関との連絡等に関すること（保健医療体制の確保、病床提
供依頼、スタッフ確保、救護班と後方医療機関との間の連絡調
整）

○ → → → → → →

医療救護班の出動要請その他医師会等との連絡に関すること（Ｄ
ＭＡＴ、ドクターヘリ出動要請）

○ → → → → → →

災害支援ナースの出動要請に関すること ○ → →

医療救護の支援について国等との連絡調整に関すること（ＤＭＡ
Ｔ等に係る国、他の地方公共団体への派遣要請）

○ → → → → → →

個別疾病対策（人工透析医療の確保等） ○ → → → → →

遺体の検案及びこれに必要な措置に関すること 　 ○ → → → → →

医療ボランティアに関すること 　 　 　 ○ → → →

医師及び歯科医師に関すること 　 　 ○ → →

救急医療及びへき地医療に関すること 　 ○ → →

死体解剖、角膜移植その他医療社会事業に関すること 　 ○ → →

がん対策に関すること ○ →

自治医科大学及び医学生修学資金等に関すること ○ →
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非常時優先業務（優先すべき通常業務・応急業務）・参集可能職員数等一覧　（本　庁）
（単位：人）

部 班 1H 3H 12H 1D 3D 2W 1M 1H 2H 3H 4H 計 1H 3H １D

想定対応可能人数（②－①）参集可能職員数（②）
課名

災害対策本部
所　管　業　務

業務開始目標時間及び必要人員（①）

保健師、助産師及び看護師（健康増進課の主管に属するものを
除く）に関すること

　 　 　 　 ○ → →

9 18 18 18 24 20 16 3 4 2 8 17 ▲ 6 ▲ 9 ▲ 1

医務保険課 国民健康保険に関すること 　 　 ○ → → →

後期高齢者医療に関すること 　 　 ○ → → →

理学療法士及び作業療法士に関すること 　 　 ○ → →

あん摩ﾏｯｻｰｼﾞ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関す
ること

　 　 ○ → →

病院、診療所及び助産所に関すること ○ → → → → →

原子爆弾被爆者の援護に関すること 　 　 　 ○ → →

萩看護学校に関すること 　 ○ → → → → →

地方独立行政法人山口県立病院機構に関すること 　 　 ○ →

6 6 12 15 18 18 6 4 0 6 16 6 4 4

医務班　計 9 24 24 30 39 38 34 9 8 2 14 33 0 ▲ 5 3

健康管理 健康増進課 健康管理活動に関すること ○ → → → → →

・ 防 疫 健康管理班の出動要請に関すること ○ → → → → →

関係機関との連絡調整に関すること ○ → → → → →

防疫に関すること ○ → → → → →

ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）の派遣要請その他関係機関
との連絡に関すること

○ → → → → → →

精神医療等の支援について国等との連絡調整に関すること（ＤＰ
ＡＴに係る国、他の地方公共団体への派遣要請）

○ → → → → → →

結核、その他の感染症に関すること ○ → → → →

歯科保健並びに歯科衛生士及び歯科技工士に関すること ○ →

健康づくりの指導に関すること 　 　 ○ →

栄養改善及び栄養士に関すること 　 　 　 ○ → →

精神保健に関すること 　 ○ → → → →

難病に関すること 　 ○ → → → →

健康管理・防疫班　計 2 8 15 16 17 17 17 10 2 2 10 24 8 6 8

薬　　務 薬務課 医薬品、衛生機材の確保に関すること ○ → → → → →

血液の確保に関すること ○ → → → → →

毒物、劇物の保安、応急対策に関すること ○ → → → → →

関係団体等との連絡調整に関すること ○ → → → → →

薬事に関すること 　 　 　 ○ → →

薬剤師に関すること 　 　 　 　 　 ○ →

毒物及び劇物並びに麻薬、覚醒剤その他の薬物に関すること 　 　 　 　 　 ○ →

血液対策に関すること ○ → →

温泉に関すること 　 　 　 　 　 　 ○

医療政策課　計

医務保険課　計
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非常時優先業務（優先すべき通常業務・応急業務）・参集可能職員数等一覧　（本　庁）
（単位：人）

部 班 1H 3H 12H 1D 3D 2W 1M 1H 2H 3H 4H 計 1H 3H １D

想定対応可能人数（②－①）参集可能職員数（②）
課名

災害対策本部
所　管　業　務

業務開始目標時間及び必要人員（①）

薬務班　計 8 8 8 12 18 18 2 2 3 7 14 2 ▲ 1 6

協 　 力 長寿社会課 社会福祉施設の被害調査及び応急復旧に関すること 　 ○ → → → → →

老人福祉法・介護保険法に基づく、指定・許認可等に関すること 　 　 　 　 　 ○ →

援護関係の支援金・給付金に関すること ○

軽費老人ホーム運営費に関すること ○

介護関係の交付金・給付金に関すること ○

14 14 26 26 14 14 8 6 6 9 29 8 6 3

こども政策課 社会福祉施設の被害調査及び応急復旧に関すること 　 ○ → → → → →

児童の福祉に関すること（保育所運営費） 　 　 　 　 　 　 ○

10 10 22 22 10 10 5 6 2 7 20 5 3 ▲ 2

こども家庭課 社会福祉施設の被害調査及び応急復旧に関すること 　 ○ → → → → →

児童の福祉に関すること（措置費） 　 　 　 　 　 ○ →

児童扶養手当、特別児童扶養手当及び児童手当に関すること 　 　 　 　 ○ →

5 8 10 10 20 20 7 3 1 5 16 7 6 6

障害者支援課 社会福祉施設の被害調査及び応急復旧に関すること 　 ○ → → → → →

障害者支援施設・サービス事業者の指定等に関すること、社会福
祉法人に関する認可等に関すること

　 　 　 　 　 ○ →

心身障害者扶養共済制度に関すること 　 　 　 　 ○ → →

7 7 19 20 14 14 6 5 1 8 20 6 5 1

協力班　計 0 36 39 77 78 58 58 26 20 10 29 85 26 20 8

健康福祉部　計 21 95 105 151 168 154 151 57 36 19 66 178 36 17 27

産　業 産業総務 産業政策課 部内各班及び本部室班との連絡調整に関すること ○ → → → → → →

労　働 商工業、鉱業施設の被害調査及び応急復旧に関すること ○ → → → → →

対策部 火薬類の保安対策に関すること 　 ○ → → → → →

生活物資の確保、復旧復興資材の安定供給の要請に関すること 　 　 ○ → → → →

電力の安定供給についての要請に関すること ○ → → → → → →

その他応急商工業対策に関すること 　 　 　 ○ → → →

商工業及び労働に関する施策の総合企画及び調整に関すること 　 　 ○ → →

産業経済動向等の把握に関すること ○ →

火薬類の取締に関すること 　 　 　 　 　 ○ →

採石に関すること 　 　 　 　 　 ○ →

砂利の採取に関すること 　 　 　 　 　 ○ →

電気工事士及び電気工事業者に関すること 　 　 　 　 　 ○ →

電源及び石油貯蔵施設の立地調整等に関すること ○ →

産業総務班　計 4 11 14 18 15 13 13 9 4 0 6 19 5 2 1

長寿社会課　計

こども政策課　計

障害者支援課　計

こども家庭課　計
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非常時優先業務（優先すべき通常業務・応急業務）・参集可能職員数等一覧　（本　庁）
（単位：人）

部 班 1H 3H 12H 1D 3D 2W 1M 1H 2H 3H 4H 計 1H 3H １D

想定対応可能人数（②－①）参集可能職員数（②）
課名

災害対策本部
所　管　業　務

業務開始目標時間及び必要人員（①）

経営金融 経営金融課 中小企業の被害調査及び応急復旧に関すること 　 ○ → → → → →

中小企業の金融に関すること 　 　 ○ → → → →

中小企業振興の基本的施策の企画及び調整に関すること 　 　 ○ → →

経営金融班　計 3 6 6 6 6 6 6 2 2 6 16 6 7 10

労働対策 労働政策課 山口労働局・公共職業安定所との連絡調整に関すること ○ → → → → →

被災による失業者の就職支援に関すること 　 　 　 ○ → →

災害応急対策、復興に必要な労務の確保に関すること 　 ○ → → → →

労働及び雇用に関する施策の企画及び調整に関すること 　 　 ○ → →

労働者の福祉に関すること 　 　 ○ →

労働組合及び労働関係の調整に関すること 　 　 　 ○ →

労働相談に関すること 　 　 ○ → → →

山口しごとセンターに関すること 　 ○ →

労働政策班　計 4 7 7 10 10 10 6 5 4 0 15 6 11 8

協 　 力 産業脱炭素化推進室 産業脱炭素化の推進に関すること 　 　 　 　 　 ○ →

1 1 5 0 2 3 10 5 7 10

企業立地推進課 商工業（大手企業等）の被害調査及び応急復旧に関すること 　 ○ → → → → →

4 4 4 4 4 4 2 1 1 4 8 2 0 4

イノベーション推進課 イノベーション推進に係る施策の企画及び調整に関すること 　 　 　 　 　 ○ →

国際総合センターに関すること 　 ○ → → → → →

2 2 2 2 5 5 8 1 1 3 13 8 8 11

産業人材課 職業能力開発校に関すること 　 ○ →

2 2 4 2 0 1 7 4 6 7

協力班　計 0 6 6 6 6 12 12 19 4 4 11 38 19 21 32

産業労働部　計 4 24 33 37 37 41 41 40 15 10 23 88 36 41 51

観　光 観光総務 観光政策課 部内各班及び本部室班との連絡調整に関すること ○ → → → → → →

スポーツ 観光振興に係る施策の企画及び調整に関すること 　 　 　 　 　 ○ →

文化対策部 旅行業者の登録、監督及び指導に関すること 　 　 　 　 　 ○ →

観光総務班　計 4 4 4 4 4 5 5 7 4 1 3 15 3 8 11

交通運輸
対    策

交通政策課
鉄道、バス、フェリー、航空機の輸送確保についての要請に関す
ること

　 ○ → → → →

鉄道を始めとした各交通機関の運行状況等の情報収集に関する
こと

　 ○ → → → → →

交通運輸対策班　計 2 4 4 4 4 4 3 3 2 0 8 3 6 4

外 国 人 国際課 外国人に対する安全確保等の情報提供に関すること ○ → → → → →

対　  策 外国人の安否情報に関すること 　 ○ → → → → →

山口県災害時多言語支援センターに関すること 　 ○ → → → → →

企業立地推進課　計

イノベーション推進課　計

産業脱炭素化推進室　計

産業人材課　計
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非常時優先業務（優先すべき通常業務・応急業務）・参集可能職員数等一覧　（本　庁）
（単位：人）

部 班 1H 3H 12H 1D 3D 2W 1M 1H 2H 3H 4H 計 1H 3H １D

想定対応可能人数（②－①）参集可能職員数（②）
課名

災害対策本部
所　管　業　務

業務開始目標時間及び必要人員（①）

旅券の発給に関すること 　 　 　 ○ → → →

外国人対策班　計 8 8 12 12 12 12 4 5 3 1 13 4 4 1

協　　力 観光プロモーション推進室 物産の振興に関すること ○ →

国内観光客の誘致及び宣伝に関すること ○ →

4 4 5 0 1 3 9 5 6 9

インバウンド推進室 外国人観光客の誘致、宣伝及び受入体制の整備に関すること ○ →

4 4 6 1 0 0 7 6 7 7

スポーツ推進課 スポーツ施設の管理に関すること 　 ○ → → → → →

県スポーツ協会、県レクリエーション協会との連絡調整に関するこ
と

○ → → →

5 5 12 12 12 12 2 3 0 7 12 2 0 0

文化振興課 被災文化財の保護・修復に関すること 　 　 　 　 ○ →

文化財関係の被害のとりまとめ 　 　 ○ → → → →

県立の美術館及び文化ホールに関すること 　 ○ → → → → →

文化財保護法に基づく許可、届出等に関すること 　 ○ →

5 8 8 8 13 13 8 2 2 1 13 8 7 5

協力班　計 0 10 13 20 20 33 33 21 6 3 11 41 21 20 21

観光スポーツ文化対策部　計 4 24 29 40 40 54 54 35 18 9 15 77 31 38 37

農　林 農林水産 農林水産政策課 部内各班及び本部室班との連絡調整に関すること ○ → → → → → →

水　産 総　　務 農林水産業関係の被害状況の取りまとめ及び応急復旧に関すること ○ → → → → → →

対策部 応急農林業対策の総括に関すること 　 ○ → → → → →

農林水産事務所等との連絡、総合調整に関すること 　 ○ → → → → →

農林業関係団体等との連絡等に関すること 　 　 　 ○ → → →

農林水産業及び農山漁村の振興に係る施策の総合企画及び調
整に関すること

　 　 　 　 ○ → →

鳥獣被害対策に関すること ○ →

信用事業を行う農業協同組合、漁業協同組合の指導・監督に関
すること

　 　 　 　 　 ○ →

農林水産総務班　計 3 7 7 9 15 17 20 10 10 1 6 27 7 14 18

市場・金融 ぶちうまやぐち推進課 卸売市場施設の被害調査及び応急復旧に関すること ○ → → → → →

農林水産業の金融に関すること ○ → → → →

農産物、畜産物及び水産物の加工及び流通に関すること 　 　 　 　 ○ → →

農林水産業の金融に関すること ○ →

市場・金融班　計 3 8 8 14 18 18 5 9 0 10 24 5 11 16

農業振興 農業振興課 農林水産事務所等との連絡等に関すること 　 ○ → → → → 　

農作物関係の被害状況調査に関すること 　 ○ → → → → 　

防災用主食の調達に関すること 　 　 　 ○ → → →

観光プロモーション推進室　計

文化振興課　計

インバウンド推進室　計

スポーツ推進課　計
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非常時優先業務（優先すべき通常業務・応急業務）・参集可能職員数等一覧　（本　庁）
（単位：人）

部 班 1H 3H 12H 1D 3D 2W 1M 1H 2H 3H 4H 計 1H 3H １D

想定対応可能人数（②－①）参集可能職員数（②）
課名

災害対策本部
所　管　業　務

業務開始目標時間及び必要人員（①）

種子、種苗の確保供給に関すること 　 　 　 　 ○ → →

病害虫防除所との連絡等に関すること 　 ○ → → →

農作物の病害虫防除等応急技術対策に関すること 　 　 ○ → → →

応急復旧に必要な農業生産資材の確保に関すること 　 　 ○ → → →

技術対策等の指導に関すること 　 ○ → → →

農業の担い手の育成及び指導に関すること 　 　 　 　 ○ → →

農業大学校に関すること 　 ○ → → → → →

米穀の生産及び水田の高度利用に関すること 　 　 　 　 ○ → →

普通農産物、果樹、野菜、花き及び特用農産物の生産に関すること 　 　 　 ○ → →

青果物の価格安定対策及び需給調整に関すること 　 　 　 　 ○ → →

農業気象に関すること ○ → → →

農業技術の改良及びその普及指導活動に関すること 　 　 ○ →

農薬に関すること 　 　 　 ○ →

農作物の病虫害防除に関すること 　 　 　 ○ →

病害虫防除所に関すること 　 　 ○ → → →

農業振興地域の整備に関すること ○ → →

農地法の施行に関すること ○ → →

農業振興班　計 5 7 12 24 25 23 8 7 2 11 28 8 12 16

農村整備 農村整備課 農地農業用施設の被害状況調査及び応急復旧に関すること 　 ○ → → → → →

農業用施設の二次災害防止に関すること 　 ○ → → → → →

農林水産大臣所管に係る地すべり防止地域並びに海岸保全区
域の応急対策に関すること

　 ○ → → → → →

土地改良事業に関すること 　 ○ → → → →

農村整備班　計 18 18 18 18 28 28 7 7 1 11 26 7 ▲ 3 8

畜　　産 畜産振興課 農林水産事務所（家畜保健衛生所）等との連絡等に関すること ○ → → → → →

家畜の管理（衛生を含む）、防疫及び飼料の確保に関すること 　 ○ → → → → →

流通飼料に関すること 　 　 ○ → → →

家畜の保健衛生及び人工授精に関すること 　 　 　 ○ → → →

家畜の伝染病の予防に関すること 　 　 ○ → → →

動物用薬事並びに獣医師及び家畜人工授精師に関すること 　 　 　 ○ → →

畜産班　計 7 7 19 19 19 19 4 4 2 3 13 4 3 ▲ 6

林　　務 森林企画課
応急仮設住宅用木材並びに一般住宅復旧に必要な木材の確保
に関すること

　 　 　 ○ → →

森林の整備及び林業の振興に係る施策の企画及び調整に関す
ること

　 ○ →

林業技術の改良及びその普及指導に関すること ○ →

森林情報（図面、航空写真等）の提供に関すること 　 ○ → → → →
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非常時優先業務（優先すべき通常業務・応急業務）・参集可能職員数等一覧　（本　庁）
（単位：人）

部 班 1H 3H 12H 1D 3D 2W 1M 1H 2H 3H 4H 計 1H 3H １D

想定対応可能人数（②－①）参集可能職員数（②）
課名

災害対策本部
所　管　業　務

業務開始目標時間及び必要人員（①）

2 2 4 12 16 6 4 1 9 20 6 11 18

森林整備課 農林水産事務所との連絡調整に関すること ○ → → → → → →

治山・林道施設等の被害状況の調査、応急復旧及び二次災害
の防止に関すること

　 ○ → → → → →

盛土の許可等に関すること（特定盛土等規制区域） ○ →

林地開発許可、保安林指定解除に関すること 　 　 　 　 　 ○ →

5 11 14 17 17 17 14 10 6 0 4 20 5 5 3

林務班　計 5 11 16 19 21 29 30 16 10 1 13 40 11 16 21

水　　産 水産振興課 水産関係施設等の被害状況の取りまとめ及び応急復旧に関すること 　 ○ → → → → →

災害対策用船舶（取締船・漁船）の確保のあっせんに関すること 　 ○ → → → → →

災害救助用鮮魚類及び冷蔵食品の確保措置に関すること 　 ○ → → → → →

増養殖関係の応急技術対策に関すること 　 ○ → → → → →

種苗の生産に関すること 　 　 　 ○ → → →

漁業の調整及び取締に関すること ○ → →

水産班　計 4 4 5 6 6 6 3 8 0 8 19 3 7 14

漁港漁村 漁港漁場整備課 漁港関係施設の被害状況調査及び応急復旧に関すること 　 ○ → → → → →

救援物資の荷揚げ場所としての漁港施設の確保あっせんに関す
ること

　 ○ → → → → →

市町の漁港関係施設の応急復旧対策への支援に関すること 　 　 ○ → → → →

漁村の振興及び整備に関すること ○ →

漁港の区域に係る農林水産省所管の国有財産の管理及び処分
に関すること

　 　 ○ → →

漁港漁村班　計 3 8 8 13 14 14 2 0 1 8 11 2 0 3

農林水産部　計 8 58 75 98 130 156 158 55 55 8 70 188 47 60 90

土 木 土木総務 監理課 部内各班、関係出先機関及び本部室班との連絡調整に関すること ○ → → → → → →

建 築 その他他班に属さない応急土木建築対策に関すること 　 ○ → → → → →

対策部 建設業者、関係団体等に対する支援要請及び連絡調整に関す
ること

　 ○ → → → → →

資機（器）材の調達及び確保に関すること 　 ○ → → → → →

建設業者に関すること 　 　 　 　 ○ → →

測量法の施行に関すること 　 　 　 　 ○ → →

浄化槽工事業者に関すること 　 　 　 　 ○ → →

解体工事業者の登録に関すること 　 　 　 　 ○ → →

土地等の取得及び使用並びに物件の移転並びにこれらに伴う損
失の補償に関すること

　 　 　 　 ○ →

6 10 10 10 19 19 21 15 4 0 13 32 9 9 22

技術管理課 部内各班、関係出先機関及び本部室班との連絡調整に関すること ○ → → → → → →

森林企画課　計

森林整備課　計

監理課　計
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非常時優先業務（優先すべき通常業務・応急業務）・参集可能職員数等一覧　（本　庁）
（単位：人）

部 班 1H 3H 12H 1D 3D 2W 1M 1H 2H 3H 4H 計 1H 3H １D

想定対応可能人数（②－①）参集可能職員数（②）
課名

災害対策本部
所　管　業　務

業務開始目標時間及び必要人員（①）

建設業者、関係団体等に対する支援要請及び連絡調整に関す
ること

　 ○ → → → → →

資機（器）材の調達及び確保に関すること 　 ○ → → → → →

公共工事の前払金保証事業に関すること 　 　 　 　 　 ○ →

電子計算機による土木工事等の情報処理に関すること 　 　 　 　 ○ → →

2 4 4 4 7 8 9 8 16 1 12 37 6 21 33

土木総務班　計 8 14 14 14 26 27 30 23 20 1 25 69 15 30 55

砂　　防 砂防課
公共土木施設（国土交通省関係）の被害状況及び土砂災害によ
る被害状況の取りまとめに関すること

○ → → → → → →

砂防設備、地すべり防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設並び
に土砂災害の被害状況調査及び応急復旧並びに二次災害の防
止に関すること

○ → → → → → →

砂防班　計 2 5 10 12 12 10 10 3 4 3 4 14 1 5 2

河　　川 河川課
河川及び海岸に係る被害状況調査及び応急復旧並びに二次災
害の防止に関すること

○ → → → → → →

ダム施設の被害状況調査及び応急復旧並びに二次被害の防止
に関すること

○ → → → → → →

ダムテレメーター設備の保全管理に関すること 　 ○ → → → → →

河川及び海岸の改良及び維持管理に関すること 　 　 　 ○ → →

一般海域の管理に関すること 　 　 　 ○ → →

河川及び海岸並びに一般海域の占用及び使用に関すること 　 　 　 ○ → →

水利使用に関すること 　 　 　 ○ → →

河川区域及び河川保全区域並びに一般海域に係る砂利の採取
計画の認可等に関すること

　 　 　 ○ →

河川の総合開発に関すること 　 　 　 ○ → →

ダム管理事務所に関すること 　 　 　 ○ → → →

河川班　計 2 8 8 12 16 14 17 6 4 2 10 22 4 4 10

港　　湾 港湾課
港湾、空港及び国土交通省港湾局所管の海岸に係る被害状況
調査及び応急復旧並びに二次災害の防止に関すること

○ → → → → → →

救援物資の荷揚げ場所として港湾及び空港施設の確保あっせん
に関すること

　 ○ → → → → →

港湾の修築、改良及び維持管理に関すること 　 　 ○ →

空港に関すること ○ → → → → → →

港湾班　計 3 6 6 6 6 7 7 6 4 2 6 18 3 6 12

道　　路 道路整備課
道路、橋梁、道路施設の被害調査及び応急復旧並びに二次災
害の防止に関すること

○ → → → → → →

県管理道路の交通規制に関すること ○ → → → → → →

他管理の道路（高速道路、直轄国道、市町道）の情報収集に関
すること

○ → → → → → →

技術管理課　計
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非常時優先業務（優先すべき通常業務・応急業務）・参集可能職員数等一覧　（本　庁）
（単位：人）

部 班 1H 3H 12H 1D 3D 2W 1M 1H 2H 3H 4H 計 1H 3H １D

想定対応可能人数（②－①）参集可能職員数（②）
課名

災害対策本部
所　管　業　務

業務開始目標時間及び必要人員（①）

緊急輸送道路の確保及び必要な措置に関すること ○ → → → → →

県工事施工中道路の被災状況の調査・情報収集に関すること ○ → → → → →

道路の災害復旧に関すること（通常分） ○ → → →

道路の維持修繕管理に関すること ○ → →

交通安全施設等に関すること ○ → →

9 15 19 23 24 24 24 6 2 0 6 14 ▲ 3 ▲ 7 ▲ 9

道路建設課
道路、橋梁、道路施設の被害調査及び応急復旧並びに二次災
害の防止に関すること

○ → → → → → →

他管理の道路（高速道路、直轄国道、市町道）の情報収集に関
すること

○ → → → → → →

緊急輸送道路の確保及び必要な措置に関すること ○ → → → → →

県工事施工中道路の被災状況の調査・情報収集に関すること ○ → → → → →

道路及び橋りょうの新設及び改築に関すること ○

歩道、自転車道その他の交通安全施設の整備に関すること ○

5 9 12 12 12 12 21 11 5 1 4 21 6 8 9

道路班　計 14 24 31 35 36 36 45 17 7 1 10 35 3 1 0

都市施設 都市計画課 避難地、避難施設となった都市公園施設の安全対策に関すること 　 ○ → → → → →

対　　策 （山口きらら博記念公園
交流拠点推進室）

都市計画街路、都市公園、流域下水道、公共下水道等の都市施
設に係る被害調査のとりまとめに関すること

　 ○ → → → → →

都市計画街路、都市公園、流域下水道、公共下水道等の都市施
設に係る被害調査の応急復旧に関すること

　 　 　 ○ → → →

被災地の復興対策計画の策定に関すること 　 　 　 　 ○ → →

都市計画街路及び都市公園の整備に関すること 　 ○ →

下水道に関すること（災害以外） 　 ○ →

都市施設対策班　計 9 9 9 9 12 15 9 8 3 10 30 9 11 21

住　　宅 住宅課 被災者への公営住宅等の提供及び必要な措置に関すること ○ → → → → →

応急仮設住宅の建設に関すること 　 　 　 　 ○ → →

被災者が行う住宅建設、修理等のための災害復興住宅融資に関
すること

　 　 　 　 ○ → →

公営住宅の被害状況調査及び応急復旧に関すること 　 ○ → → → → →

住宅相談に関すること ○ → → → →

県営住宅の指定管理者の指導に関すること ○ →

県営住宅総合管理システムに関すること ○ → → → → →

県営住宅の建替・全面的改善等の企画調整に関すること 　 　 　 　 ○ →

県営住宅建設工事の工事監理に関すること 　 ○ → → → → →

住宅班　計 7 10 10 13 14 13 10 6 3 10 29 10 12 19

建　　築 建築指導課 宅地開発箇所（造成中）の情報収集及び必要な措置に関すること 　 ○ → → → → →

盛土箇所（工事中）の情報収集及び必要な措置に関すること 　 ○ → → → → →

道路整備課　計

道路建設課　計

－14－



非常時優先業務（優先すべき通常業務・応急業務）・参集可能職員数等一覧　（本　庁）
（単位：人）

部 班 1H 3H 12H 1D 3D 2W 1M 1H 2H 3H 4H 計 1H 3H １D

想定対応可能人数（②－①）参集可能職員数（②）
課名

災害対策本部
所　管　業　務

業務開始目標時間及び必要人員（①）

被災建築物及び被災宅地の危険度判定の連絡調整に関すること 　 ○ → → → → →

建築基準法第85条（仮設建築物に対する制限緩和）の指定に関すること 　 　 　 　 ○ → →

被災建築物被災度区分判定及び復旧相談の連絡調整に関すること 　 　 　 　 　 ○ →

県有建築物の復旧工事に関すること ○

県有建築物の工事現場の被害状況調査及び応急復旧に関すること ○ → → → → →

建築物の許可等に関すること 　 　 　 　 　 ○ →

建築物の確認に関すること 　 　 　 　 　 ○ →

開発行為等の許可等に関すること 　 　 　 　 　 　 ○

盛土の許可等に関すること(宅地造成等工事規制区域) ○

建築班　計 19 19 19 21 26 59 12 13 4 10 39 12 10 20

土木建築部　計 29 92 107 117 139 146 196 86 66 19 85 256 57 79 139

経理部 経理総務 会計課 部内及び本部室班との連絡調整に関すること ○ → → → → → →

応急救助に要する経費及び義援金の出納に関すること 　 ○ → → → → →

災害救助基金の出納に関すること 　 　 　 ○ → → →

現金の出納及び保管に関すること 　 ○ → → → →

山口県収入証紙の出納及び保管に関すること 　 ○ → → → →

支出負担行為、支出命令の確認に関すること 　 　 ○ → → →

財務会計システムの運用 　 ○ → → → →

公金収納確認業務 ○ → → → →

経理総務班　計 3 7 12 13 13 13 13 6 5 2 8 21 3 6 8

物品管理 物品管理課 必要物資の調達に関すること 　 ○ → → → → →

県有車両（集中管理車両）の使用調整に関すること ○ → → → → →

日本通運、その他民間車両の借り上げに関すること 　 　 ○ → → →

緊急通行車両確認証明書の発行に関すること ○ → → → → →

自動車燃料の確保 　 ○ → → → → →

県トラック協会への物資等の緊急・救援輸送等の要請に関すること ○ → → → →

物品管理システムの運用 　 　 　 　 ○ → →

物品の調達に関すること 　 　 　 　 ○ → →

物品管理班　計 7 8 9 13 13 13 2 3 0 4 9 2 ▲ 2 0

経理部　計 3 14 20 22 26 26 26 8 8 2 12 30 5 4 8

133 443 559 706 797 885 915 455 285 87 412 1241 322 384 535

322 384 682

（他部局）

企　業 企業総務 総務課 部内各班、関係出先機関及び本部室班の連絡調整に関すること ○ → → → → → →

対策部 企業局所管施設設備の被害状況の取りまとめに関すること 　 ○ → → → → →

知事部局計

－15－



非常時優先業務（優先すべき通常業務・応急業務）・参集可能職員数等一覧　（本　庁）
（単位：人）

部 班 1H 3H 12H 1D 3D 2W 1M 1H 2H 3H 4H 計 1H 3H １D

想定対応可能人数（②－①）参集可能職員数（②）
課名

災害対策本部
所　管　業　務

業務開始目標時間及び必要人員（①）

その他企業対策部が活動する総合調整に関すること 　 ○ → → → → →

工業用水の需給調整に関すること 　 　 　 ○ → → →

会計に係る事務に関すること 　 　 ○ →

企業総務班　計 2 10 13 15 7 6 6 4 5 1 5 15 2 0 0

電気工水 電気工水課
県営発電所及び県営工業用水道の被害状況調査及び応急復旧
に関すること

○ → → → → → →

企業局所管ダム施設の被害状況調査及び応急復旧並びに二次
災害防止に関すること

○ → → → → → →

電力及び工業用水の供給安定対策に関すること 　 　 　 ○ → → →

応急復旧に必要な資機材の確保に関すること 　 ○ → → → → →

電気及び工業用水の供給に関すること 　 　 　 ○ → → →

発電所の施設及び工業用水道施設の保安対策に関すること ○ → → → → →

電気工水班　計 3 8 11 19 15 15 10 6 0 1 7 14 3 ▲ 1 ▲ 5

企業対策部　計 5 18 24 34 22 21 16 10 5 2 12 29 5 ▲ 1 ▲ 5

文　教 学校総務 教育政策課 部内各班及び本部室班との連絡調整に関すること ○ → → → → → →

対策部 市町教育委員会との連絡調整に関すること 　 ○ → → → → →

その他応急文教対策に関すること ○ → → → → → →

叙位、叙勲に関すること 　 　 　 　 ○ →

授業料に関すること 　 　 　 　 ○ → →

職員の給与に関すること 　 　 　 ○ →

教育委員会会議に関すること 　 ○ → →

広報・広聴事務に関すること 　 ○ →

レセプト業務に関すること 　 　 　 ○ → →

共済組合員の資格取得・喪失に関すること 　 　 　 　 ○ →

定期健康診断に関すること 　 　 　 　 　 ○ →

4 7 10 15 15 13 12 9 4 2 9 24 5 8 9

学校運営・施設整備室 文教施設関係の被害状況の取りまとめに関すること 　 ○ → → → → →

公立学校施設の被害調査及び応急復旧に関すること 　 ○ → → → → →

避難地、避難施設となった学校施設の安全対策に関すること 　 ○ → → → → →

社会教育施設の被害のとりまとめ、避難所等としての使用状況の
把握

　 ○ → → → →

被災児童生徒に対する学用品の供与等援護措置 　 　 　 　 ○ → →

学校施設の営繕及び維持補修に関すること（災害以外） ○ →

県立学校の予算執行に関すること 　 　 　 　 　 ○ →

行政財産の許認可等に関すること 　 　 　 　 ○ →

教職員住宅入退去時の管理、使用料の徴収に関すること 　 　 　 　 　 ○ →

公立学校施設整備負担金・交付金事業に関すること 　 　 　 　 ○ →

教育政策課　計
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非常時優先業務（優先すべき通常業務・応急業務）・参集可能職員数等一覧　（本　庁）
（単位：人）

部 班 1H 3H 12H 1D 3D 2W 1M 1H 2H 3H 4H 計 1H 3H １D

想定対応可能人数（②－①）参集可能職員数（②）
課名

災害対策本部
所　管　業　務

業務開始目標時間及び必要人員（①）

11 11 11 12 14 14 4 5 3 2 14 4 1 3

学校総務班　計 4 18 21 26 27 27 26 13 9 5 11 38 9 9 12

学校教育 教育情報化推進室 県立学校のICT環境に関すること ○ → → → →

11 11 11 5 2 2 2 2 5 11 2 6 0

教職員課 学校施設における避難者の救援活動への協力に関すること 　 　 ○ → → →

教員採用試験に関すること ○ →

教員免許管理システムの運用に関すること 　 　 　 ○ →

学校事務局職員等の人事に関すること 　 　 　 ○ →

高校卒業程度認定試験に関すること ○ →

教職員の服務に関すること 　 　 　 　 ○ → →

教育職員の任免・勤務評定に関すること ○ →

6 7 12 12 4 5 2 14 25 4 11 19

義務教育課
市町立の小学校及び中学校の組織編制及び学校職員の定数の
配分に関すること

　 　 　 　 　 　 ○

県費負担教職員の任免及び勤務評定に関すること 　 　 　 　 ○ →

市町立の小学校及び中学校の教育課程、学習指導及び職業指
導に関すること

　 　 　 　 ○ →

小学校及び中学校における教科書その他の教材の取扱に関すること 　 　 　 　 ○ →

市町立の小学校及び中学校の校長、教員その他の教育職員の
研修に関すること

　 　 　 　 　 　 ○

県費負担教職員の給与等の支払に関すること 　 　 　 　 ○ →

27 6 0 5 13 27 45 0 18 45

高校教育課 応急教育の実施に関すること 　 　 　 ○ → →

転入学・編入学に関すること ○ → →

入学者選抜に関すること ○ →

学習指導、職業指導に関すること ○ →

全国高総文祭の開催準備に関すること ○ →

14 19 19 3 7 0 10 20 3 10 20

県立高校再編整備推進室 県立中学校・中等教育学校の入学者選抜に関すること 　 　 　 　 　 ○ →

9 9 1 2 0 4 7 1 3 7

特別支援教育推進室 高等部の入学者選抜に関すること 　 　 　 　 　 ○ →

学習指導、生徒指導、職業指導に関すること 　 　 　 　 　 ○ →

7 7 1 1 1 5 8 1 3 8

学校教育班　計 0 0 11 17 32 79 55 11 22 18 65 116 11 51 99

学校保健 学校安全・体育課 学校保健機能の確保に係る連絡調整に関すること 　 　 ○ → → →

学校給食の実施に係る連絡調整に関すること 　 　 ○ → → → →

学校への避難状況に係る情報収集 ○ → → → → →

特別支援教育推進室　計

義務教育課　計

教育情報化推進室　計

教職員課　計

高校教育課　計

学校運営・施設整備室　計

県立高校再編整備推進室　計
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非常時優先業務（優先すべき通常業務・応急業務）・参集可能職員数等一覧　（本　庁）
（単位：人）

部 班 1H 3H 12H 1D 3D 2W 1M 1H 2H 3H 4H 計 1H 3H １D

想定対応可能人数（②－①）参集可能職員数（②）
課名

災害対策本部
所　管　業　務

業務開始目標時間及び必要人員（①）

学校以外への避難状況に係る情報収集 　 　 ○ → → → →

教職員、児童生徒の安否や被害状況の確認に関すること ○ → → → → → →

学校体育団体との連絡調整に関すること 　 　 　 　 ○ →

学校保健班　計 8 10 14 14 14 11 9 2 6 1 15 24 ▲ 6 ▲ 1 10

協 　 力 地域連携教育推進課 地域連携教育の推進に関すること 　 　 　 　 　 ○ →

13 13 1 2 1 10 14 1 4 14

人権教育課 人権教育の総合推進・企画に関すること 　 　 　 　 ○ →

5 5 4 0 0 3 7 4 4 7

協力班　計 0 0 0 0 0 18 18 5 2 1 13 21 5 8 21

文教対策部　計 12 28 46 57 73 135 108 31 39 25 104 199 19 67 142

応　援 労働委員会事務局

協力部 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 6 3 5 6

人事委員会事務局

0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 2 11 5 9 11

選挙管理委員会事務局

（総合企画部市町課に含む）

監査委員事務局

0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 6 13 4 7 13

議会事務局

0 0 0 0 0 0 0 5 6 2 11 24 5 13 24

応援協力部　計 0 0 0 0 0 0 0 17 11 6 20 54 17 34 54

150 489 629 797 892 1041 1039 513 340 120 548 1523 363 484 726総計

監査委員事務局　計

議会事務局　計

労働委員会事務局　計

人事委員会事務局　計

選挙管理委員会事務局　計

地域連携教育推進課　計

人権教育課　計

－18－



非常時優先業務（優先すべき通常業務・応急業務）・参集可能職員数等一覧　（出先機関）

1H 3H 12H 1D 3D 2W 1M

出先機関 被害情報の収集に関すること

共通事務 所属職員の安否確認に関すること

庁舎の安全点検、応急復旧に関すること

実施した災害応急対策及び被害状況等の本庁、地域行政連
絡協議会及び関係機関への報告、通報に関すること

所管区域市町の実施する災害応急対策に関する指導、支援
に関すること

来庁者（施設入所者等）の避難誘導措置に関すること

その他各部の地方機関としてその管轄区域内における部の所
掌事務の処理に関すること

県税事務所 出先機関共通事務（被害情報の収集等） ○ → → → → → →

総合庁舎の建物、付属施設設備等の被害状況の点検、応急復
旧に関すること

○ → → → → 　 　

県税の減免、徴収猶予等の措置に関すること 　 　 　 ○ → → →

必要人員　　計 39 39 39 139 139 139 139

消防学校 出先機関共通事務（被害情報の収集等） ○ → →

必要人員　　計 0 2 2 2 0 0 0

県民局 出先機関共通事務（被害情報の収集等） ○ → → → → → →

県本部、地方行政連絡協議会構成機関、市町との連絡調整に関
すること

○ → → → → → →

本庁への実施した災害応急対策及び収集した災害情報の伝達 ○ → → → → → →

被災者相談窓口の設置並びに苦情、生活相談に関すること 　 　 ○ → → → →

地域振興に関すること 　 　 　 　 　 　 ○

広報及び広聴に関すること 　 　 　 　 　 ○ →

労働及び雇用対策に関すること 　 　 　 ○ → → →

必要人員　　計 14 14 21 28 28 28 21

男女共同参
画相談ｾﾝﾀｰ

出先機関共通事務（被害情報の収集等） 　 ○ → → → → →

相談業務（電話相談、面接相談、専門相談）に関すること 　 　 ○ → →

配偶者暴力相談支援センターに関すること 　 ○ → → → → →

性暴力相談ダイヤル「あさがお」に関すること 　 　 ○ → →

相談者の保護（一時保護、女性自立支援）に関すること 　 ○ → → → → →

入所者の自立に向けた支援に関すること 　 ○ → → → → →

必要人員　　計 0 4 8 8 8 5 5

動物愛護
センター

出先機関共通事務（被害情報の収集等） 　 　 ○ → → → →

動物への給水、給餌 　 　 　 ○ → → →

必要人員　　計 0 0 1 2 2 2 2

健康福祉 出先機関共通事務（被害情報の収集等） ○ → → → → → →

センター 一般被災関係及び社会福祉施設の被害状況の調査報告に関す
ること［保健福祉・総務室］

○ → → → → → →

現地における災害救助関係機関との連絡調整に関すること［〃］ ○ → → → → → →

災害救助法に基づく救助の実施に関すること［〃］ ○ → → → → → →

市町の救助業務の指導及び連絡調整に関すること［〃］ ○ → → → → → →

現地における保健医療福祉活動の総合調整に関すること［〃］ ○ → → → → → →

その他災害救助部長が指示する事務又は業務［〃］ ○ → → → → → →

庁舎の被害状況の調査報告に関すること［〃］ 　 ○ → → → → →

医療施設に係る被害状況の調査報告に関すること［〃］ ○ → → → → → →

被災者の救助、医療救護に関すること［〃］ ○ → → → → → →

地区医師会、医療機関との連絡調整及び県本部との間の調整に
関すること［〃］

○ → → → → → →

出先機関名 所　管　業　務
業務開始目標時間
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非常時優先業務（優先すべき通常業務・応急業務）・参集可能職員数等一覧　（出先機関）

1H 3H 12H 1D 3D 2W 1M
出先機関名 所　管　業　務

業務開始目標時間

医療に関しての市町の指導及び応援に関すること［〃］ ○ → → → → → →

被災者の健康管理、保健相談に関すること［健康増進課］ ○ → → → → → →

保健、防疫に関して市町の指導及び応援に関すること［〃］ ○ → → → → → →

医薬品及び衛生機材の確保に関すること［生活環境課］ ○ → → → → → →

毒物、劇物等の保安対策の指導、応急対策に関すること［〃］ ○ → → → → → →

環境衛生施設に係る被害状況の調査報告に関すること［〃］ ○ → → → → →

給水の確保、あっせんに関すること［〃］ 　 ○ → → → → →

被災地における災害廃棄物等の処理に関すること ○ → → → → →

被災地における食品衛生及び生活衛生に関すること［〃］ 　 ○ → → → → →

被災地における動物愛護管理に関すること ○ → → → →

健康福祉センターに関すること［保健福祉・総務室］ ○ → → → → → →

社会福祉事業に関すること［〃］ 　 　 　 　 　 ○ →

重度心身医療費、乳幼児医療費及びひとり親医療費の公的助成
に関すること［〃］

　 　 　 　 ○ → →

民生委員等に関すること［〃］ ○ →

保健、医療及び福祉に関する基本的施策の企画、調整及び推
進に関すること［〃］

○ → →

社会福祉施設の監査［〃］ 　 　 　 　 　 　 ○

医務事務［〃］ 　 　 　 　 　 ○

医師及び歯科医師に関すること［〃］ 　 　 　 　 ○ → →

死体解剖、角膜移植その他医療社会事業に関すること［〃］ 　 　 　 　 ○ → →

老人福祉法・介護保険法に基づく、指定・許認可・届出［〃］ 　 　 　 　 　 　 ○

障害者支援施設・サービス事業者の指定・変更届の受理・進達
［〃］

　 　 　 　 　 ○ →

母子父子寡婦福祉資金に関すること［〃］ 　 　 　 　 　 　 ○

原爆健診事務［健康増進課・試験検査課］ 　 　 　 　 　 ○

地域保健に関する思想の普及及び向上に関すること［〃］ 　 　 　 ○ →

健康づくりの推進に関すること［〃］ 　 　 　 ○ →

栄養改善及び栄養士に関すること［〃］ 　 　 　 ○ →

身体障害児の療育指導及び結核児童の療育医療に関すること
［〃］

○ → → →

生活習慣病に関すること［〃］ ○ →

精神保健及び精神障害者の福祉に関すること［〃］ ○ → → → → →

難病に関すること［〃］ ○ → → → → →

結核、エイズその他の感染症に関すること［〃］ ○ → → →

寄生虫の予防に関すること［〃］ ○ → → →

予防接種に関すること［〃］ ○ → → →

検疫に関すること［〃］ ○ → → →

飲料水に関すること［生活環境課］ ○ → → → → →

食品衛生に関すること［〃］ ○ → → → →

環境衛生（ごみ、がれきの処理及び清掃）に関すること［〃］ ○ → → → →

事故対応（水質汚濁、大気汚染、食中毒等）［〃］ ○ → → → → → →

許認可事務［〃］ ○ → → →

光化学オキシダントに関すること［〃］ ○ → → → → → →

産業廃棄物に係る許可事務［〃］ ○ → → →

産業廃棄物に係る監視指導事務［〃］ ○ → →

必要人員　　計 70 87 113 138 156 198 252

環境保健
センター

出先機関共通事務（被害情報の収集等） ○ → → → → → →

食中毒に関する病因物質の試験・検査［保健科学部］ ○ → →
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非常時優先業務（優先すべき通常業務・応急業務）・参集可能職員数等一覧　（出先機関）

1H 3H 12H 1D 3D 2W 1M
出先機関名 所　管　業　務

業務開始目標時間

感染症に関する病因物質の試験・検査［〃］ ○ → → → → →

緊急を要する行政依頼検査(食品類）への対応［〃］ ○ → → →

庁舎内保有菌株の維持管理［〃］ ○ → → → →

病原体高度安全実験室の維持管理［〃］ ○ →

環境放射能測定（モニタリングポスト等）［環境科学部］ 　 ○ → → → → →

有害物質漏洩時等における、毒性や対処法等の情報提供［〃］ 　 ○ → → → → →

緊急を要する行政依頼検査(飲料水・大気等）への対応［〃］ 　 　 　 ○ → → →

水質汚濁及び大気汚染に係る調査等［〃］ 　 　 　 　 ○ →

大気汚染の常時監視（テレメーター監視）［〃］ ○ → →

廃棄物処分場等被災に伴う水質検査等［〃］ ○ →

必要人員　　計 4 11 12 16 17 24 26

萩看護学校 出先機関共通事務（被害情報の収集等） ○ → → → → → →

看護師養成事務 　 　 　 　 　 ○ →

学生関係事務 　 　 　 　 　 ○ →

必要人員　　計 2 2 3 4 5 11 14

出先機関共通事務（被害情報の収集等） ○ → → → → → →

健康福祉センター（環境保健所）が実施するメンタルヘルスケア
の支援に関すること

○ → → → → → →

庶務に関すること 　 　 　 ○ → → →

税外諸収入金に関すること 　 　 　 ○ → → →

精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及に関すること 　 　 　 ○ → → →

精神保健及び精神障害者の福祉に関する調査及び研究に関す
ること

　 　 　 ○ → → →

精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導に関す
ること

○ → → → → →

精神保健福祉関係機関に対する技術指導及び技術援助に関す
ること

○ → → → → →

精神保健福祉関係職員の教育研修に関すること ○ → → →

精神医療審査会に関すること ○ → → →

精神障害者に係る自立支援医療及び精神障害者保健福祉手帳
に関すること

○ → → →

市町が行う障害程度区分の認定に関する技術的事項について
の協力その他必要な援助に関すること

○ → → →

その他精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進に関すること ○ → → →

必要人員　　計 2 4 5 7 8 9 9

福祉総合相談
支援ｾﾝﾀｰ（身
体障害者相談
部）

出先機関共通事務（被害情報の収集等） ○ → → → → → →

身体障害者に係る判定・相談に関する事務 　 　 　 　 　 ○ →

身体障害者手帳・療育手帳に関すること ○ → →

必要人員　　計 1 1 1 2 2 4 4

児童相談所・
福祉総合相談
支援ｾﾝﾀｰ（児
童相談部）

出先機関共通事務（被害情報の収集等） ○ → → → → → →

児童相談に関すること［相談調査課］ 　 ○ → → → → →

福祉総合相
談支援ｾﾝﾀｰ
（精神保健
福祉部）
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非常時優先業務（優先すべき通常業務・応急業務）・参集可能職員数等一覧　（出先機関）

1H 3H 12H 1D 3D 2W 1M
出先機関名 所　管　業　務

業務開始目標時間

心理判定に関すること［判定課］ 　 　 　 　 ○ → →

一時保護に関すること［保護課］ ○ → → → → → →

必要人員　　計 14 18 28 31 42 57 61

育成学校 出先機関共通事務（被害情報の収集等） ○ → → → → → →

児童の自立支援に関すること ○ → → → → → →

必要人員　　計 4 4 5 6 7 9 9

計量検定所 出先機関共通事務（被害情報の収集等） ○ → → → → → →

検定に関すること 　 　 　 　 ○ → →

必要人員　　計 1 2 2 2 4 6 6

高等産業
技術学校

出先機関共通事務（被害情報の収集等） ○ → → → → → →

訓練計画の見直し、調整に関すること 　 　 　 ○ → → →

必要人員　　計 10 14 14 22 14 12 12

美術館 出先機関共通事務（被害情報の収集等） ○ → → → → → →

美術品の被害状況調査 　 　 ○ → → → →

美術品の応急復旧 　 　 　 ○ → → →

必要人員　　計 4 5 7 8 8 8 8

萩美術館・
浦上記念館

出先機関共通事務（被害情報の収集等） ○ → → → → → →

美術品の被害状況調査 　 　 ○ → → → →

美術品の応急復旧 　 　 　 ○ → → →

必要人員　　計 4 5 7 8 8 8 8

農林水産 出先機関共通事務（被害情報の収集等） ○ → → → → → →

事務所・ 農業金融に関すること［農業部］ ○ → → → →

農林事務所 応急復旧に必要な農業生産資材の確保に関すること［〃］ 　 　 　 ○ → → →

技術対策等の指導に関すること［〃］ 　 ○ → → → → →

農作物関係被害状況調査に関すること［〃］ ○ → → → → → →

防災用主食の調達及び副食の確保に関すること［〃］ 　 　 　 ○ → → →

種子、種苗の確保、供給に関すること［〃］ 　 　 　 　 ○ → →

農作物の病害虫防除等応急技術対策に関すること［〃］ 　 　 ○ → → → →

農地農業用施設の被害状況調査及び応急復旧に関すること［農
村整備部］

　 ○ → → → → →

農業用施設の二次災害防止に関すること［〃］ 　 ○ → → → → →

農林水産大臣所管に係る地すべり防止地域並びに海岸保全区
域の応急対策に関すること［〃］

○ → → → → →

地すべり等防止法に基づく居住者への立ち退きの指示等に関す
ること［〃］

○ → → → → → →

畜産関係被害状況調査に関すること［家畜保健衛生所］ ○ → → → → → →

家畜の管理（衛生を含む）、防疫及び飼料の確保に関すること
［〃］

○ → → → → →

応急仮設住宅用木材及び一般住宅復旧に必要な木材の確保に
関すること［森林部］

○ →

治山・林道施設等の被害状況の調査、応急復旧に関すること［〃］ ○ → → → → → →

貯木災害の対策に関すること［〃］ ○ → → → → → →

林業金融に関すること［〃］ ○ → → → →

地すべり等防止法に基づく居住者への立ち退きの指示等に関す
ること［〃］

○ → → → → → →

庶務、経理に関すること［総務課］ 　 　 　 　 　 ○ →

用地業務及び経理事務に関すること［〃］ ○ →

土地改良区の財産譲与に関すること［〃］ ○ →
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非常時優先業務（優先すべき通常業務・応急業務）・参集可能職員数等一覧　（出先機関）

1H 3H 12H 1D 3D 2W 1M
出先機関名 所　管　業　務

業務開始目標時間

地域農林業・農山村振興計画の策定、進行管理、総合調整に関
すること［企画振興室］

　 　 　 　 　 ○ →

経営所得安定対策等の推進に関すること［〃］ ○ →

地産・地消等流通対策の総合調整に関すること［〃］ ○ →

鳥獣被害防止対策の総合調整に関すること［〃］ ○ →

産地づくりの推進に関すること［産地振興課］ ○ →

普及関連事業の導入・調整に関すること［〃］ ○ →

農政技術課題への対応に関すること［〃］ ○ →

担い手の育成・支援に関すること［担い手支援課］ ○ →

制度資金に関すること［〃］ ○ →

団体営補助事業の調査、指導等に関すること［農地活用課］ ○ →

水田高機能化の推進に関すること［〃］ ○ →

日本型直接支払制度に関すること［〃］ ○ →

県営事業の調査及び実施に関すること［事業課］ 　 ○ →

畜産振興の地域別課題に関すること［畜産振興課］ ○ →

家畜の生産及び改良指導等に関すること［〃］ ○ →

家畜衛生の普及指導に関すること［保健防疫課］ ○ →

家畜の繁殖診断に関すること［〃］ ○ →

家畜の伝染病予防に関すること［〃］ ○ → → →

流域管理システムの総合調整に関すること［森林づくり推進課］ ○ →

森林整備・林業振興施策の調整等に関すること［〃］ ○ →

担い手育成及び森林の総合利用に関すること［〃］ ○ →

木材生産、加工及び流通指導に関すること［〃］ ○ →

造林事業に関すること［〃］ 　 　 　 　 　 ○ →

森林病害虫防除に関すること［〃］ 　 　 　 　 　 ○ →

森林計画、保安林及び林地開発に関すること［森林保全課］ 　 　 　 　 　 ○ →

自然公園、鳥獣保護及び緑の相談に関すること［〃］ ○ →

治山事業に関すること［〃］ 　 　 　 　 　 ○ →

林道事業に関すること［〃］ 　 　 　 　 　 ○ →

必要人員　　計 79 172 220 256 257 512 497

出先機関共通事務（被害情報の収集等） ○ → → → → → →

漁業協同組合との連絡調整及び、県本部との連絡調整に関する
こと

○ → → → → → →

水産関係施設の被害状況の取りまとめ及び報告に関すること ○ → → → → → →

災害対策船舶（漁船）の確保、あっせんに係る県本部との連絡調
整に関すること

○ → → → → →

水産金融に関すること ○ → → → →

災害救助用物資（水産加工品）の確保に関すること ○ → → → → →

水産業施設の応急復旧、技術指導に関すること ○ → → → → → →

増養殖関係の応急技術指導に関すること ○ → → → → →

漁港関係施設の被害状況の取りまとめ及び報告に関すること ○ → → → → → →

救援物資の荷揚げ場所としての漁港施設の確保、あっせんに関
すること

○ → → → → →

漁港関係施設の応急復旧、市町への技術指導、応援に関すること ○ → → → →

庶務、経理に関すること［総務課］ 　 　 　 　 　 ○ →

漁業調整、漁業取締及び漁船登録に関すること［水産班］ ○ →

漁協指導に関すること［〃］ ○ →

水産業技術、経営の普及指導に関すること［普及振興班］ 　 　 　 　 　 ○ →

水産振興事業の調整に関すること［〃］ ○ →

漁場保全に関すること［〃］ ○ → →

下関水産振
興局・農林
水産事務所
水産部
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非常時優先業務（優先すべき通常業務・応急業務）・参集可能職員数等一覧　（出先機関）

1H 3H 12H 1D 3D 2W 1M
出先機関名 所　管　業　務

業務開始目標時間

下関漁港施設の維持及び管理に関すること［漁港市場課］ ○ → →

下関漁港地方卸売市場の維持及び管理に関すること［〃］ ○ → →

漁港及び漁場整備事業に関すること［工務課、漁港市場課］ ○ →

必要人員　　計 15 30 36 43 67 86 92

農林総合 出先機関共通事務（被害情報の収集等） ○ → → → → → →

技術ｾﾝﾀｰ 応急復旧に必要な農業生産資材の確保に関すること ○ → → →

技術対策等の指導に関すること 　 ○ → → → → →

農作物関係被害状況調査に関すること ○ → → → → → →

防災用主食の調達及び副食の確保に関すること 　 　 　 ○ → → →

種子、種苗の確保、供給に関すること 　 　 　 　 ○ → →

農作物の病害虫防除等応急技術対策に関すること 　 　 ○ → → → →

総務、施設及び施設管理に関すること［総務課］ 　 　 　 　 　 ○ →

研究総括、研究予算調整に関すること［企画戦略部］ ○ →

知的財産の活用に関すること［〃］ ○ →

評価制度に関すること［〃］ ○ →

研究及び普及活動の調整に関すること［就農・技術支援室］ ○ →

作物等各専門技術の総括に関すること［〃］ ○ →

農林業経営に関すること［経営高度化研究室］ ○ →

鳥獣被害に関する相談及び研究に関すること［〃］ ○ →

農林水産物の品質管理及び加工に係る研究に関すること［〃］ ○ →

普通作物に係る育種開発・栽培技術等の研究に関すること［農業
技術研究室］

○ →

園芸作物に係る育種開発・栽培技術等の研究に関すること［〃］ ○ → →

循環型農業技術、土壌、肥料及び農薬等に関すること［環境技
術研究室］

○ →

病害及び虫害に係る研究及び発生予察に関すること［〃］ ○ →

柑きつに係る試験研究に関すること［柑きつ振興センター］ ○ → →

花きに係る試験研究、実証展示、研修に関すること［花き振興セ
ンター］

　 ○ → →

教育及び研修の企画、調整及び学生指導に関すること［教務課］ ○ → → → →

野菜、花き、果樹に係る教育及び研修に関すること［学校支援
課］

○ → →

畜産に係る教育及び研修に関すること［畜産課］ ○ → → → →

やまぐち和牛及びオリジナル地鶏等の研究に関すること［家畜改
良研究室］

○ → → → →

山口型放牧、飼料及びリサイクル等の研究に関すること［放牧環
境研究室］

○ → → → →

預託牛の管理に関すること［育成業務課］ ○ → → → →

林業従事者、担い手及び指導者への研修に関すること［社会人
研究室］

○ →

林業技術、竹林等の利用、森林バイオマス等の研究に関すること
［林業技術研究室］

　 　 　 　 　 ○ →

必要人員　　計 40 70 130 160 170 170 170

水産研究 出先機関共通事務（被害情報の収集等） ○ → → → → → →

センター 当該機関における災害対策関連業務の処理 ○ → → → → → →

他機関の応援に関すること 　 　 ○ → → → →

総務、施設及び施設管理に関すること［総務課］ 　 　 　 　 　 ○ →

研究総括、研究予算調整に関すること［企画情報室］ ○ →

知的財産の活用に関すること［〃］ ○ →

評価制度に関すること［〃］ ○ →
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非常時優先業務（優先すべき通常業務・応急業務）・参集可能職員数等一覧　（出先機関）

1H 3H 12H 1D 3D 2W 1M
出先機関名 所　管　業　務

業務開始目標時間

海洋研究及び水産資源調査研究に関すること［海洋資源グルー
プ］

○ → →

漁場整備開発調査研究に関すること［〃］ ○ →

種苗生産及び放流調査研究に関すること［増殖加工グループ］ ○ → → → →

栽培技術開発調査研究に関すること［〃］ ○ →

赤潮及び貝毒プランクトン対策に関すること［〃］ 　 ○ →

水産物品質保持調査研究に関すること［〃］ ○ →

赤潮及び貝毒被害防止技術調査研究に関すること［増殖病理グ
ループ］

　 ○ →

魚病診断及び対策調査研究に関すること［〃］ 　 ○ →

必要人員　　計 7 10 19 19 20 27 27

土木建築 出先機関共通事務（被害情報の収集等） ○ → → → → → →

事 務 所 地方本部の設置、運営［地方本部業務］ ○ → → → → → →

構成機関が実施する各種災害応急対策の総合調整［〃］ ○ → → → → → →

構成機関に対する本部の指示・伝達及び情報の収集［〃］ ○ → → → → → →

市町、消防及び関係行政機関（自衛隊・海上保安部・署等）との
連絡調整［〃］

○ → → → → → →

自衛隊等現地派遣部隊との現地での活動の調整・指示［〃］ ○ → → → → → →

地域住民等への災害情報の提供及び相談［〃］ ○ → → → → → →

災害対策本部への被害報告及び応急対策実施状況に係る報告
［〃］

○ → → → → → →

土木関係出先機関、本部、警察等の防災関係機関及び業者との
調整に関すること［土木対策部業務］

○ → → → → → →

応急対策用大型機材等の確保に関すること［〃］ ○ → → → → →

市町への技術支援に関すること［〃］ ○ → → → → → →

砂防設備、地すべり防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設並び
に土砂災害の被害状況調査及び応急復旧並びに二次災害の防
止に関すること［〃］

○ → → → → → →

公共土木施設（国土交通省関係）の被害状況の取りまとめに関
すること［〃］

○ → → → → → →

地すべり等防止法に基づく居住者への立退の指示等に関するこ
と［〃］

○ → → → → → →

道路及び橋梁の被害調査及び応急復旧並びに二次災害の防止
に関すること［〃］

〇 → → → → → →

県管理道路の交通規制に関すること［〃］ 〇 → → → → → →

各道路管理者等（市町、国土交通省山口河川国道事務所、西日
本高速道路株式会社）との連絡調整に関すること［〃］

○ → → → → → →

緊急輸送路の道路啓開に関すること［〃］ ○ → → → → →

避難地、避難施設となった都市公園施設の安全対策に関するこ
と［〃］

○ → → → → → →

都市公園等の都市施設に係る被害調査の取りまとめ及び応急復
旧に関すること［〃］

○ → → → → →

関係市町との連絡調整に関すること［〃］ ○ → → → → → →

河川、海岸等の被害調査及び応急復旧並びに二次災害の防止
に関すること［〃］

○ → → → → → →

水防法に基づく居住者への立退の指示等に関すること［〃］ ○ → → → → → →

水防対策に関すること［〃］ ○ → → → → → →

港湾及び国土交通省港湾局所管の海岸に係る被害状況調査及
び応急復旧並びに二次災害の防止に関すること［〃］

○ → → → → →

海上輸送に係る救援物資等の荷揚げ場の確保措置に関すること
［〃］

○ → → → → →

海上保安部との連絡調整に関すること［〃］ ○ → → → → →
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非常時優先業務（優先すべき通常業務・応急業務）・参集可能職員数等一覧　（出先機関）

1H 3H 12H 1D 3D 2W 1M
出先機関名 所　管　業　務

業務開始目標時間

応急仮設住宅の建設に関すること［〃］ ○ → →

被災者への公営住宅等のあっせんに関すること［〃］ ○ → → → → →

公営住宅の安全点検、被害調査及び応急復旧並びに二次災害
防止に関すること［〃］

○ → → → → → →

被災者の住宅建設、修理のための災害復興住宅融資に関するこ
と［〃］

○ → →

公営住宅の被害調査の取りまとめ、報告に関すること［〃］ ○ → → → → → →

宅地開発に伴う防災応急処置に関すること［〃］ ○ → → →

建設業者に関すること［総務課］ ○ → →

浄化槽工事業者に関すること［〃］ ○ → →

港湾施設の使用に関すること［〃］ ○ → → →

道路等の維持管理に関すること［維持管理課］ ○ → →

建築物等の確認及び検査に関すること［建築住宅課］ ○ →

建築許可に係る審査及び指導に関すること［〃］ ○ →

仮設建築物の許可に関すること［〃］ ○ →

県営住宅の管理に関すること［〃］ ○ →

住宅相談に関すること［〃］ ○ → → → → →

土地等の取得及び使用並びに物件の移転並びにこれらに伴う登
記及び損失の補償に関すること［用地課］

○ →

市町工事の申請書の技術に関する審査並びに市町村工事の指
導及び監督に関すること［工務課］

○

市町の道路及び都市計画の技術に係る必要な勧告、助言及び
援助に関すること［〃］

○

県又は知事の管理に属する港湾の維持管理に関すること［港湾課］ ○ →

必要人員　　計 282 342 343 352 397 393 364

港湾管理 出先機関共通事務（被害情報の収集等） ○ → → → → → →

事 務 所
港湾及び国土交通省港湾局所管の海岸に係る被害状況調査及
び応急復旧並びに二次災害の防止に関すること

○ → → → → → →

海上輸送に係る救援物資等の荷揚げ場の確保措置に関すること 　 ○ → → → → →

海上保安部との連絡調整に関すること 　 ○ → → → → →

港湾の修築、改良及び維持管理に関すること［施設課］ 　 　 ○ →

港湾の災害防止及び復旧に関すること［〃］ 　 ○ → → → → →

港湾施設の使用に関すること［総務課］ 　 　 　 ○ → → →

必要人員　　計 6 9 12 15 15 16 16

ダム管理 出先機関共通事務（被害情報の収集等） ○ → → → → → →

事 務 所 ダム施設(堤体、付属機器設備等）の被害調査及び応急復旧並
びに二次被害防止に関すること

○ → → → → → →

ダム関係機関との連絡調整に関すること ○ → → → → → →

洪水調節に関すること 　 　 　 ○ → → →

貯留水の利用に関すること 　 　 　 　 ○ → →

ダム及びその関連施設並びに貯水池の維持管理に関すること 　 　 　 　 ○ → →

向道、川上ダム管理事務所との連絡調整に関すること［菅野のみ］ 　 　 　 　 ○ → →

必要人員　　計 36 36 36 53 53 53 53

山口宇部 出先機関共通事務（被害情報の収集等） ○ → → → → → →

空港事務所 空港施設設備の安全点検、応急復旧に関すること ○ → → → → → →

空港利用者の避難誘導等安全対策に関すること ○ → → → → → →

本部（港湾課及び交通政策課）との連絡調整に関すること ○ → → → → → →

航空機事故発生時の応急対策の実施（３編２２章に記述する航
空機災害対策）に関すること。

○ → → → → → →

空港の維持管理に関すること［総務班］ 　 ○ → → → → →

空港施設の維持管理に関すること［設備班］ 　 ○ → → → → →
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非常時優先業務（優先すべき通常業務・応急業務）・参集可能職員数等一覧　（出先機関）

1H 3H 12H 1D 3D 2W 1M
出先機関名 所　管　業　務

業務開始目標時間

必要人員　　計 3 5 6 6 6 6 6

必要人員　　知事部局計 637 886 1070 1327 1433 1783 1801

（他部局）

西部利水 出先機関共通事務（被害情報の収集等） ○ → → → → → →

事 務 所 発電所施設、工業用水道施設の被害状況調査及び応急復旧並
びに二次災害防止に関すること

○ → → → → → →

関係機関との連絡調整に関すること ○ → → → → → →

工業用水使用者との連絡調整に関すること ○ → → → → → →

工業用水の供給に関すること 　 　 ○ → → → →

工業用水道施設等の維持管理に関すること 　 ○ → → → → →

工業用水の調査及び水質等の測定に関すること 　 　 　 ○ → → →

湯の原ダムに係る貯留水の調整に関すること 　 　 ○ → → → →

木屋川発電所に係る発電及び給電に関すること 　 ○ → → → →

木屋川発電所に係る発電、変電及び送電の施設の維持管理に
関すること

○ → → → → →

相原ダムに係る貯留水の調整に関すること ○ → → → →

貯水池、水門その他相原ダムに係る施設の維持管理に関すること ○ → → → → →

新阿武川発電所及び相原発電所に係る発電及び給電に関する
こと

○ → → → →

新阿武川発電所及び相原発電所に係る発電、変電及び送電の
施設の維持管理に関すること

○ → → → → →

必要人員　　計 2 6 24 28 28 20 12

東部発電 出先機関共通事務（被害情報の収集等） ○ → → → → → →

事 務 所 発電所施設、工業用水道施設の被害状況調査及び応急復旧並
びに二次災害防止に関すること

○ → → → → → →

関係機関との連絡調整に関すること ○ → → → → → →

発電及び給電に関すること 　 　 ○ → → → →

発電、変電及び送電の施設の維持管理に関すること 　 ○ → → → → →

貯留水の利用に関すること 　 　 ○ → → → →

貯留水の調整に関すること 　 　 ○ → → → →

貯水池、水路、水門その他水越ダムに係る施設の維持管理に関
すること

○ → → → → →

必要人員　　計 2 8 24 28 28 20 12

工業用水道 出先機関共通事務（被害情報の収集等） ○ → → → → → →

事 務 所
発電所施設、工業用水道施設の被害状況調査及び応急復旧並
びに二次災害防止に関すること

○ → → → → → →

関係機関との連絡調整に関すること ○ → → → → → →

工業用水使用者との連絡調整に関すること ○ → → → → → →

工業用水の供給に関すること 　 　 ○ → → → →

工業用水道施設等の維持管理に関すること 　 ○ → → → → →

工業用水の調査及び水質等の測定に関すること 　 　 　 ○ → → →

必要人員　　計 6 18 68 78 78 55 33

やまぐち
総合教育
支援ｾﾝﾀｰ

出先機関共通事務（被害情報の収集等） ○ → → → → → →

教育関係職員及び社会教育指導者の研修に関すること 　 　 ○ → →

教育に関する専門的、技術的事項の研究に関すること 　 　 　 ○ →

教育に関する情報の収集及び提供に関すること 　 　 　 　 　 ○ →
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非常時優先業務（優先すべき通常業務・応急業務）・参集可能職員数等一覧　（出先機関）

1H 3H 12H 1D 3D 2W 1M
出先機関名 所　管　業　務

業務開始目標時間

教育相談に関すること 　 　 　 　 ○ → →

必要人員　　計 27 45 26 26 26 26 4

山口図書館 出先機関共通事務（被害情報の収集等） ○ → → → → → →

収蔵品の被害状況調査 ○ → → → →

必要人員　　計 4 8 25 31 31 31 26

山口博物館 出先機関共通事務（被害情報の収集等） ○ → → → → → →

収蔵品の被害状況調査 ○ → → → →

必要人員　　計 4 6 22 25 25 25 25

文書館 出先機関共通事務（被害情報の収集等） ○ → → → → → →

収蔵品の被害状況調査 ○ → → → →

必要人員　　計 2 3 14 17 17 17 17
乳幼児の育
ちと学び支
援センター

出先機関共通事務（被害情報の収集等） ○ → → → → → →

市町立の幼稚園の教育課程に関すること ○ →

乳幼児期の教育及び保育に関する保育者（保育士・幼稚園
教諭・保育教諭）への研修に関すること

○

必要人員　　計 1 1 11 11 11 11 11

県立学校 児童生徒等の避難誘導措置に関すること ○ → → → → → →

被害情報の収集に関すること ○ → → → → → →

児童生徒の安否確認に関すること ○ → → → → → →

所属教職員の安否確認に関すること ○ → → → → → →

学校施設の安全点検、応急復旧に関すること ○ → → → → → →

通学路等の安全点検に関すること ○ → → → → → →

実施した災害応急対策及び被害状況等の本庁及び関係機関へ
の報告、通報に関すること

○ → → → → → →

被災児童生徒に対する医療、防疫、給食等に関すること ○ → → → →

被災児童生徒に対する学用品の供与等援護措置に関すること ○ → →

避難施設の開設に関すること（学校が避難施設となっている場合） ○ → → → → → →

避難者の救援活動への協力に関すること（学校が避難施設と
なっている場合）

○ → → → → → →

教職員の服務に関すること 　 　 ○ → →

授業及び特別活動の実施に関すること 　 　 ○ →

進路指導に関すること 　 　 　 　 　 ○ →

転入学・編入学に関すること 　 　 　 　 ○ → →

入学者選抜に関すること 　 　 　 　 　 ○ →

授業料に関すること ○ → →

会計事務に関すること ○ →

スクールネットワーク２１の運用に関すること ○ →

必要人員　　計 192 265 530 530 823 1336 1336

必要人員　　総計 877 1,246 1,814 2,101 2,500 3,324 3,277
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